
ご旅行条件［要旨］．お申し込みの際には、この旅行条件（要旨）と別途お渡しするご旅行条件書を必ずお読みください。

●募集型企画旅行契約
この旅行は、 株式会社阪急交通社［観光庁長官登鉗旅行叢第1847号］（以下
「当社」 といいます）が企画 ・冥籍する旅行であり、 この旅 行に参加されるお
客横は当社と寡集型企画旅行契約（以下「旅行契約」といいます）を締結する
ことになります。 寡纂型企画旅行契約の内容、 条件は、 このパンフレット 、

別遠お渡しする旅行条件書 、 出発前にお渡しする讀定書面（最終旅行日程表）
ならびに当社旅行戴約歎（募纂型企画旅 行契約 の 部）によります。

■旅行の申し込みと旅行契約の成立
●当社または当社の受託営業所にて（以下「当社ら」 といいます）当社所定の旅

行申込書に所定の事項を記入の うえ、 お1人横につき申込金（原則として旅
行代金の20 ％相当額）を添えてお中込みください。 申込金は、 旅行代金 、 取
消料または遺約料のそれぞれ一部または全部として取り扱います。

旅行契約は 、当社らが契約の締緒を承諾し、 申込金を受領した時に成立するも
のとします。「捩込み」 の 場合はお客様の撰込み手続きが完了した時点「ゆう
ちょ銀行口座自 動引き落とし」の場合は引き落としがされた時点で成立します。な
お、 特定コースにつきましては、 別遠パンフレットなどに定めるところによります。

●当社らは、 電詑、 郵便 ・ フ ァクシミリ・インクーネット 、 そ の 他 の 通信手段
による旅行契約の予約を受け付ける ことがあります。
この場合、 旅行契約は予約の 時点では成立しておらず、 当社らが予約 の

承諾の旨 を通知した後 、 当該通知に記 載 されている期日までに申込金
（旅行代金の全額または一部）を受領した時に成立するも の とします。こ
の 翔間内に申込金（旅行代金の全額または一部）を提出されない場合は、

予約はなかったものとして取り扱いする場合があります。
●当社らは、 同ーコ ー スにおいて、 団体 ・グル ー プを構成する旅行者の代表

として の 契約賣任者から 、 旅行申込みがあった場合 、 契約の締結及び解
餘等に閲する一切 の 代瑣権を有しているものとみなします。

●契約賣任者は 、 当社らが定める 日までに 、 構成者の名蕩を当社らに提出
しなければなりません。

●当社らは、 契約貴任者が団体・グル ープに同行しない場合 、旅行開始後におい
てはあらかじめ契約貴任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

●当社らは 、 契約賣任者が構成者に対して現に負い． 又は将采負うことが予
瀾される債務又は義務については． 何らの責任を負うものではありません。

1重婁］お客様のロ ー マ字氏名を濤外旅行参加申込書に記入される際は、 旅
券（バスポ ー ト）に記鯖されている 通りにご記入ください。間遺って記入さ
れた場合はお客様 の 交彗の場合に準じて 、 第12項(1) の お客様 の 交彗手数
料(10,0 00円）をお支払いいただきます。 なお、 遍送・宿 泊撓閲などの事情
により 、 氏名 の IT正が 認 め ら れず、 旅行契約を解踪させていただく場合が
あります 。こ の 場合には第13項による所定 の 取消料をいただきます。

●申し込み条件
●未成年の方は保11看の同意書が必饗です。15オ未満の方は保霞薔の同

行を条件とする場合があ り ます。
●特定 の 旅客層を対象とした旅行あるい は特定の旅行目的を有する旅行

については 、 性 別 、 年令、 資格 、 技能 そ の他の条件が当社 の 指定する条件
に合致し ない場合は、 お申し込みをお断りすることがあります。

●慢性疾患をお持ちの方、 現在健贋を損なっていらっしゃる方． 妊娠中の方、 陣がいを
お持ちの方． 補助犬伎用の方などで特別の配虜を必妻とする方は、 その旨を旅行の
お申し込み時にお申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じま
す。その申出に基づき、 当社が旅行者のために構じた特別な措置 に嚢する賣用は旅
行者の負担とします。なおこの場合、医邸の診断書または所定の「お伺い書」を提出して
いただく場合があります。また、現地事情や関係機関等の状況などにより、 諫行の安全
かつ円滑な実栂のために、 介助者／同伴者の同行などを条件とさせていただくか 、 コ ー

ス11)-部について内容を変更させていただくか 、 又はご負担の少ない他の腺行をお勧
，，，するか 、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。

●妊嬬が起因となる保険による補償は遍用外の場合が殆どです。妊娠中 にてご参
加の方は、 お客植ご自身の貴任にお いてご参加頂くことを条件とします。ただ
し妊娠36週以降（出薩予定日の4週間以内）の航空機揖景および出薩予定日が1:

っきり しない場合は値廉診llli書の 提出が必妻です。また 、 航空機搭彙が出産予定
日の14日以内の場合は 、 薩科医の同伴が必嬰です。いずれの場合も現地事情 や
遍送信泊橋間等の状況により ． お申し込みをおllliり させていただくか、 お客様の
ご負担で介助の為の同伴奮の同行等を条件とさせていただく場合があります。

●お客様が旅行中に疾病 、 譴がいその他の事由により、 医鉦の診断または加種が必要と
当社が判llliする場合は、 当社は．旅行の円滑な実掩をはかるため必要な措置をとらせて
いただく場合があります。なお、これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。

●お客様のご都合による 別行動は原則としてできません。ただし、 コ ースにより別達
条件でお受けすることがあります。また、 お客様のご彗合により腋行の行程から爾脱
する場合は、畢前にその旨および復帰の賓氣復帰の予定日時等の連絡が必妻です。

●お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、 または団体行動の円滑な実施を妨げるお
それがあると当社が判断する場合は、 お申し込みをお厨りすることがあります。

●その他当社の貫務上の都合があるときは、お申し込みをおIiiりすることがあります。

●旅行代金とお支払い方法
旅行代金とは契約書面に旅行代金として表示した金額を言います。ただし 、 バン

フレットに記鼈（または別途 、 当社が宴内）したお1人部屋を 使用される場
合や 、 航空楊・窟泊櫃閲のクラス変更等の追加代金がある場合にはこれを加算
し、 割引代金がある場合には 、 これを減韻した額をいい ます。この額は申込
金 、取消料および変 更襴償金を 算出する11i1の基準となります。

●旅行代金は旅 行開始日の 前日から起算してさかのばって2 1日目にあたる日
より前にお支払いいただきます。それ以降のお 申し込みの場合は、 旅行開
始日前 の 当社らが指定する期日までにお支払いいただきます。

■旅行代金に含まれるもの
●旅 行日程に記戟した航空楓、 船舶、 鉄道 、 パス等利用運送機閲の運賃・

料金。 （この運賃・料金には 、 遍送 機間の諜す付加遍賃 ・ 料金〈原価の
水準の 異常な変動に対応する た め 、 一定の期間及び一 定の条件下に餞
りあらゆる旅行者に一律に諫されるも の に限ります。〉を含みません。）

●旅 行日程に記駐した宿泊料金および税・サービス料金（パンフレット等に特に
記戴がない限り、 2人部屋に2人ずつの宿泊を基準とします。）池i、

一部訪問国・
都市においで現地にて徴収される税金等の緒賣用は含まれておりません。

●旅行日程に記飯した食事料金および税 ・ サ ー ピス料金
●旅行日程に記 載した観光料金（ガイド料金、 入場料金）
●手荷物 の 運撤料金

お1人横ス ーツケース1個の手荷物運搬料金。（お1人様20kgJ,1内が原則とな
っておりますが 、 クラス・方面によって異なりますので詳しくは1系員におたず

ねください。手荷物の遭送は当該遍送複閲が行い 、 当社が遍送 機閲に遭送委
託手続を代行するも の です。また、 一部の空港・駅・ホテルではポ ー クーがいな
い等の還由により、 お客横ご自身で運鑽していただく場合があります。）

●団体行動中 の チップ
●添彙員付コ ー スの場合は添景員が同行するた めに必要な諸賣用

※上記緒賣用は 、 お客様のご都合により一部利用されなくても原則とし
て払い戻し はいたしません。

■旅行代金に含まれないもの
前項に記戴したもの以外は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
●超過手筒物料金（各種運送楓閲で定 めた重量・ 容量 ・ 個数を超えるもの）
●クリーニング代、 電蒻電話料 、 ホテルのポ ー イ ・ メイド等に対するチップ、 その

他追加飲食賣等個人的性質 の 緒賣用およびこれに係わる9B・サ ーピス料金
●一部訪問国・都市において、 宿泊楓閲が現地にて宿泊者個々よ り 徴収

する税金等の諸費用
●旅行日程中の各国空港税、 出国税およびこれに類する諸税（日本国内通行

料を含む。ただし、 空港税等を含んでいることを当社のバン フレットで明示
したコ ースを除きます。）

●運送機閲の諜す付加運賃·料金（燃油サ ーチャ ー ジ）
●渡航手続閲係諸費用（旅券印紙代、 査証料、 予防接積料金 、 出入国カ ー ド

作成等にか かる湛航手続取扱料金． 傷害·疾病保険料等）
●希望者のみ参加されるオプショナルツア ー（ 別遠料金 の 小旅行）の 代金
●日本国内の空港栂設使用料及び旅 客保安サ ー ビス料
●日本国内におけるご自宅から発着空港等纂合・解散地点までの交通賣、 手

荷物運搬料金および旅行開始日の前日、旅行終了日当日等の宿泊賣
●傷害·疾病に関する医療費等

■お客様の交替
お客横は、 当社の 承諾を得た場合に譲って、 旅行契約上の地位を当該お
客横が指定した別の方へ譲渡することができ ます。（ただしコ ー スにより、

また時期により当＂交彗を 一切お受けでき ない場合があります。）この場
合、 当該お客撮は取消料 の お支払いに彗え当社らに当核交彗に妻する手徴料
として交彗を受けるお客横1人あたり1万円をお支払いいただきます。（ただ
し、 政消料対象期問外の場合を除きます。 また、 既に航空券を発行している場
合 、 別途薔発券にかかわる費用を申し受ける場合があります。）

■旅行契約の解除・変更
●お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより． いつでも旅行契

約を鱚除することができます。なお、 旅行契約の解餘期日とは、 お害権が当
社 の 営婁日鸞婁時間内に解除する旨をお申し出いただき 、確認したときを基
準とします。

＊日本を出 国時または入国時に航空 機を利用する旅行契約の取消料
旅行契約の鱗除期日 1 取消料（お1人様）

①旅行印組がビーク時のとき． 訊行開始日
，，前日から起算してさがりばって40日目に
あたる日から31日目にあたる日まで
（②�掲げる湯合を除く）

旅行代金の10%

旅行代金の20%

旅行代金の50%

疇1知I，

＊「ピ ー ク時」とは旅行開始日が12月20日から1月7日まで 、 4月27日から5
月6日まで、および7月20日から8月31日までをいいます。

＊特定コースについては 、 別遠お渡しする旅行条件書又はバンフレット記戴
の旅 行条件によります。また、 日本出入国時に船舶を利用するコ ースにつ
いては、 当該船舶1こ係わる取消料 の 規定によります。

●お客横の数が契約書面に記戴した最少催行人員に満たないときは、 旅行の
実施を取 りやめるこ とがあります。この場合、 ピ ー ク時に旅 行を開始するもの
にあっては、 旅行開始日の前日から起算してさか の ぼって3 3日目にあたる日
より前に、 またピー ク時以外に旅行を開始するも の にあっては 、 同じく23日
目にあたる日より前に旅行を中止する旨を通知します。

●天災地変駐乱 、 暴動 、 官公署の命令、 遍送・窟泊纏関のサービス提供の中止その他
の当社の関与し得ない事由により 、 契約書面に記観した旅行の安全かつ円滑な
実篤が不可能となるか、 またそ のおそれが極めて大きいときは旅行契約の内容の変

更または、鰯除することがありますe詳しくは別遠お渡しする棟行条件書によります。

●当社の賣任•お客様の賣任
●当社は 、 旅行契約の履行にあたって、 当社または手配代行者の故意または過

失により お客様に損害を与えたときは、 その損害を賠償します。ただし 、手荷物
について生じた損害は21日以内に当社に通知があった場合に膿9J 、 お1人様あ
たり15万円を限度として賠償します（当社に故意又は重過失がある場合は捻
く）。 お客様が天災地変、駐乱、 暴動、 官公暑の命令、 運送 ・官泊機閲のサ ーピス
提供の中止 、 自由行 動中の事故、 食中竃 、 盗饂算の畢由により損害を磁られた
ときは賣任を負いません。詳しくは別遠お渡しする旅行条件書によります。

●お客様の故意、 過失、 法令・公序良俗に反する行為もしくはお客様が当社の
約款の規定を守ら なかったことにより当社が損害を被った場合は 、 当社はお
客様から損害の賠償を申し受けます。

●お客橿は、 当社から提供される情報を活用し、 お客様の権利 ・義務その他寡纂
型企画旅行契約の 内容について環鱚するように努めなければなりません。

●お客様は、 旅行開始後に、 契約書面に記絨された旅行サ ービスについて、 記饒
内容と異なるものと認識したときは、旅行地において遠やかに当社 、 当社の手配
代行者又は旅 行サ ーピス提供者にその旨を申し出なければなりません。

■特別補償
当社は、 当社の賣任が生じるか否かを閤わず、 特別補償規定に定めるところによ
り 、 お客様が募纂型企画旅 行参如中に急激かつ偶然な外来の事故によって身
体に障害を憬ったときに、 死亡補償金、 後遺症陣書補償金 、 入院見露金 、 通院
見貴金、 および手荷物に被られた一定の損害について補償金を支払います。
※事故1こよる傷害治療費用 、 鋼気によ る死亡・治擢費用 、 賠償賣任 、 救援看

費用等には一切遍用できません。

●旅程保証
●当社はパンフレットに記 載した契約内容 の うち 、 次 の ような重要な変更が生

じた場合旅行代金の1%～5％の所定の率を乗じた額の 変 更補償金を支
払います。ただし、 ひ とつの寡纂型企画旅 行契約につき15％を上餞とし、 ま
た補償金の額が1,000円未満のときは支払いません。

●当社は、 お客様が同 意 された場合、 金銭による 変 更 補償金の支払いに
彗えて、 同 等価値以上の物品・サ ー ビス の 提供をする場合があります。

1件当たり の 寧（％）

変 更 補償金の支払いが必妻 とな る 変 更
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注1：最終旅行日程表が交付された場合 に は 「 パ ン
フ

レ ット等」とあ る のを
「最終旅行日租表Jと読み誓えた上で 、 この 表を遺用し ます 。こ の 場合
において、 バ ン フ レット等の 記載内容と最終旅行日程表 の 記載内容

との 間ま たは最終旅行日程表 の記載内容と実際 に 提供された 旅行サ
ービス の 内容と の 間に 変 更が生じたときは、 それぞれ の 変更1件 と し
て取り扱います 。

注2：第③号ま たは第④号に揚げる 変 更 に 係る運送機関が宿 泊 設備の利用
を伴うも の であ る 場合は 、 1泊に つき1件と して取り扱います．

注3：第④号に 掲げ る 運送機関の 会社名 の 変 更 に ついては、等級または設
備がより高いも の への 変更を伴う場合 に は遇用しません。

注4：第④号または第⑦号も し くは第⑧号 に 掲げる 変 更が1乗車船等 また
は1泊 の 中で複数生じた場合であっても、 1乗車船等 ま たは1泊に
つき1件と して取り扱います 。

●次に掲げる変更の場合は、 変 更惰償金を支払いません。
①旅行日程に支障をもたらす悪天候、 天災地 変

g出
④官公署の命令
⑤欠航 、 体●等運送・ 宿 泊檀閲等のサ ーピス提供 の 中止
⑥遅廷、不通、 運送スケジュ ールの変更等当初の運行計画によらない遍送

サ ーピスの提供
⑦椋行参加奮の生命または身体の安全確保のため必嬰な措置

■旅行条件の基準期日
この旅 行条件は2023年1月1日現在 の 運賃・料金を基準と し ております。

■個人情報のお取扱について
お客横よI)お預かりする僧人情報のお取扱については、 ご旅行条件書誉末
の 「個人情報のお取扱について」をご参照ください。

■その他
●当社はいかなる場合も旅行の再実栂はいたしません。
●こ ども代金は 、 旅行開始日当日を基準に満2オ以上～12オ未溝 の 方に適

用いたします。幼児代金は旅行開始日当日を基準に 、 溝2オ未溝で航空 機

及び客室におけるペッドを専用では伎用しない方に適用 します。
●お申 し込みの際とバスポ ート1a穀 の 名前が遺う場合旅行に参加いただけ

ないことがあります。正確なお名前でご契約をしていただきます。出発間際に
名前の訂正等のお申し出 があった場合 、 手配内容の 変 更に係わる諸賣用
を申し受けます。

●バスポート（旅券）·ピザ（査証）について
訪問国によりましては 、 パスポートをお持ちでも、 入国時に一定 の 残存期問
が必要となる場合や 、 ピザが必要となる場合があります。当パンフレット掲
戴コ ー ス の 訪問国 の 条件につきましては、 各国インフォメーションをご参
照ください。（日本国籍の方が観光目的で短期入国する場合の条件です。）こ
れらの情輯は各国の諸畢情により予告なく変 更される場合があります。

●旅行先によっては、 外務省海外危険情報尊 、 安全関係の情報が出されてい
る場合があります。お客横ご自身で確認いただけますようお願いいたします。
現地の治安および衛生状況は、 以下のサービスでもご確認いただけます。

・外務省「外務省海外安全ホームペ ー ジJ :hほrJ/www.eraen.mofa.go.jp/
厚生労働省「桟疫感染症情舘J : http://www.forth.go.jp/ 

●旅行業約款（募纂型企画旅行契約）について
この条件書に定めのない事項は当社の旅行業約款によります。当社旅行業
約款をご希望の方は 、 当社にご請求ください。

●当社 の 寡纂型企画棟行にご参加いただくことにより 、 航空会社 の マイレー

ジサーピスを受けられる場合がありますが 、 同サ ー ビスに閲するお問い
合わ位登録等 はお客様ご自身で当I亥航空会社へ行ってい ただきます。 ま
た、 利用航空会社の 変 更によりお客様が受ける予定であったサ ーピスが受
けられな くなった場合 、 理由の如何に1111わらず当社は貴任を負いません。

5-1881 ※お四艮からの直接のご予約、お問い合わせはお受けしておりません。

ご予約、お問い合わせは下記受託販売店へお願いいたします。

旅行企画 ・ 実施 ●お問い合わせ・ご予約は

受託販売
心に届く旅

← 
Direct to your heart 

株式会社阪急交通社

U渭虹9
媒体番号

7062 
観光庁畏官登録旅行業第1847号

e記日 1景証会員
一穀11団法人B事菓行●饂会(,ATA)正会員

0 

〒 105-0022 東京都港区海岸1-16-1 ニュ ー ピア竹芝サウスタワ ー

01-23-0116

お客様の旅行を取り扱う営業所での取引の賣任者です。
からの説明にご不明な点があリましたら 、 ご畠慮なく上

にご質問ください．

バンフレット作成日：2023年1月16日A023915511 

岐阜県各務原市蘇原柿沢町2-47岐阜県知

事登録旅行業第3-196号

総合旅行業取扱管理者 椋木昭夫

0120-926-認 3-




